
　各所からやってくることになる。

　　このようにして，公園の利用状況は日増しに増加の

　一途をたどるのにくらべて，既施設の整備拡充はだち

　おくれている。厚生省による子供の国（港北）,民間

　によるドリームラソド（戸塚），そして市による小机

　や峯，本牧埋立地への公園建設，港の見える丘公園の

　拡張，区画整理による公園の確保など，公園施設の強

　化が叫ばれている。しかし一方，わが国屈指の臨海公

　園である山下公園の一部に貨物列車が通ることは，市

　民から非常に惜しまれている。

　・ミドリの都市づくり　　都市における緑は生活環境

　の面から重要なことはいうまでもない。これに反して

　市内の緑は人口増による宅地開発，工業化促進のため

　徐々に失なわれつつある。

　　市街地においての街路樹のもつ役割は，市民生活の

　上に欠くことの七きないものである｡公園を除いた市

　街地り緑は横浜駅前の街庭２千414平方米をはじめ，

　駅前，橋際などに15ヵ所の街庭９千313平方米をもち

　さきの図5－24にもみられるように市内主要幹線街路

　に植裁され，さくら，すずかけ，いちょうなど18種

　類105路線，延長110粁に及んでいる。そのほか

　市内10ヵ所の風致地区（日吉台，三ツ池・大倉山，総

　持寺，小机,上鶴ケ峯，峯岡,山手，本牧根岸，磯子，

　井土ヶ谷・弘明寺）の指定をして，建築物の新増改築

　土地形質の変更，竹木土石類の採取等の行為を制限す

　るとともに，屋外広告物の規制をして，緑の保全確保

　に努力している。

　　なお，このほか，県管理の横浜厚木線に接する明神

　台，花見台の一帯丘陵地にある保土ヶ谷緑地　（65.16
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ha)と，鶴見綱島間に沿うニツ池，三ツ池を含む一帯

にある三ツ池緑地(85.09ha)の２大緑地がある。

７　道路・河川と交通

　｢横浜の市長さま，私は中学３年です。市

長さまもいそがしいと思いますけれど，雨の

日私たちが学校へ行く時の道はぐちゃぐちゃ

で歩くのに大変です。学校へ行く道だけでな

く，バスの通る道も，大雨にでもなってしま

えば終点までバスがこず，通れる所までバス

がきてみんなバスの所まで歩いて行きます。

どうか道路をアスファルトにしていただきた

いと思います。｣(戸塚区・中学生　15才　女)

　　　　　　　　　　＝市長への手紙から＝

・狭い道路とドロンコ道　　都市の動脈ともいはれる

道路は，ハイウエイから路地裏の道まで，電車通りか

ら田んぼ道まで，過去から未来まで，程度の差こそあ

れ都市生活にとって基本になるものである。最近にお

ける都市の急激な人口増加は，道路の利用を一層重要

視させている。市長への手紙の20％が道路舗装，道路

補修に対する要望であり，特に最近市街地化の強い保

土ヶ谷，戸塚，港北の各区にその傾向が多く見受けら

れる。日常の通勤通学に，各種資材，製品の運搬に，

事務事業の連絡に，レジャーにと道路の利用はさまざ

まである。

　市内道路の現状は，一体どうなっているのであろう

か。道路総延長は３千884粁であり，実に稚内から鹿

児島ヘ行き再び姫路近くまで戻ってくる長さである。

道路率にういて6大都市と比較してみると，図5－

25に示されているとおり東京の11.6を筆頭に名古屋



11.3,大阪9.7,神戸2.9,京都2.4となっており，

横浜の道路率は3.8であり第４位となっている。市内

の道路は市街地中心部から放射線上に大きくのびてお

り，市域をとりまく環状線の不足が目立つ。昭和25年

度を100とした場合，表5－13のとおり道路延長はあ

まり進展せず,昭和37年度においては105.3となってい

る。つぎに道路の質的な面をみてみよう。道路あれど

図5－25
６大都市の道路率　(昭和37年）

表5-13　市内道路・面積・延長の推移

舗装なし。これがはたして道路といえるのか，という

のが市民のいつわらざる気持であろう。市内舗装道路

の現況は舗装率34.9％であり，全国平均舗装率6％を

上回っている。もともと基本的にはわが国の道路が，

大工業地帯の産業基盤を中心に整備されている現状か

ら，大都市の舗装率は比較的優位な地位を占めている

ことがいえよう。しかし，これを市域内についてなが

めるとやはり同様のことがいえる。すなわち，市街地

を中心として舗装が郊外へとのびており，人口増加に

よる市民の住宅地への要求をみたすには甚だ不足とい

わざるをえない。この舗装率を他都市と比較すれば，

図5―26のとおりであり，東京75.9,大阪55.6と２大

都市が他を大きく引きはなしており京都，横浜,/神戸

名古屋と続いている。これを首都圏内の各県にういで

みると，東京75.9,神奈川29.1,埼玉12.2,千葉10.4

栃木8.6,群馬8.1,山梨6.7,茨城4.8となってお

り，ここでも大都市の道路がすぐれていることがいえ

よう。
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　市内の舗装率の推移は，昭和30年度を100とした場

合37年度においては146.9どなっており,30年度舗装

率27.4％から37年度には34.9％となっている。

・道路利用の増加－ふえゆく交通量　　道路が経済発

展の重要な要素として，その機能を完全に発揮するた

めには，道路の管理が，十分になされなければならな

い。最近における「道路を広くする運動」は道路の利

用を，より効果的に使用しようというあらわれであろ

う。このため道路の維持修繕のみならず，不法占用物

件の取締りや，道路の清掃などによる，道路環境の整

備，通行車輛の制限などの措置によって，利用者が安

全に通行できるようにしなければならない。最近の交

通量の増加によって，日夜新聞紙上をにぎわしている

交通事故の問題は，横浜市のみならず，大都市におけ

る共通の現象として往目される。また，市街地にみら

れる道路の堀り返しは，市民にとって甚だ迷惑であ

り，道路，上下水道，ガス，電気。電信電話などの工

事により，工事毎に堀り返すのではなしに，計画的に

すすめる必要がある。この現状を解消するため，道路

　図5-26　6大都市道路舗装率（昭和37年）
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工事連絡調整会議を開いて運営しているが，市内のあ

ちらこちらには，まだこの光景が見受けられる。この

道路の堀り返しをなくすために，公益埋設物共同溝な

どの整備を急がねばならないだろう。

　高度経済成長によって道路輸送量の増加が特に目立

っており，鉄道貨物輸送量が年平均8.3％の増加率に

比べて，道路輸送量は18.6％という高い増加率を示し

ている。このような自動車による輸送量の増加は，必

然的に交通量の増加とたってあらわれてくる。以下市

内主要道路の交通量増加の実態をのべてみよう。その

　　　図5－27　　市内自動車台数の推移



まえに，まづ市内自動車台の増加はどうなっている

のか。図5-27はその増加ぶりを示したものであり，

総数においては昭和25年度の10倍以上に達している。

すなわち,25年度７千620台が37年度においては８万

２千97台となり，自動車所有台数の増加は道路交通に

一層大きな問題を投げかけている。表5－14は市内主

要道路における交通量増加の指数を算出したものであ

り，昭和33年度を100とすると,37年度においては平

均181となり，約２倍近くに増加している。増加率の

最高は県道横浜厚木線（保土ヶ谷区二俣川町）の388

であり，横浜鎌倉線（戸塚区桂町）322,東京丸子横

浜線（港北区南綱島町）282，東京沼津線（港北区長

津田町）236，東京環状線（保土ヶ谷区峯岡町）219,

1級国道１号線（鶴見区末吉町）218以下横浜上麻生

線（神奈川区岸根町）,保土ヶ谷宮元線（南区井土ケ

谷町），横浜上麻生線（港北区川和町）,山下本牧磯

子線（磯子区中根岸町）となっている。

　これらの道路はいずれも横浜市と，他の都市とを結

ぶ重要な幹線道路であって，産業発展の原動力となる

諸資材運搬量の増加や各都市間り連絡，近郊地帯の発

表5-14　交通量増加指数（昭和33年=100）

展などを物語るものである。

　全自動車に対する自転車の割合は年々減少している

傾向にあるが，郊外地においての利用度は高い。県道

大船停車場金沢線（金沢区六浦町）は43.3％,東京沼

津線（港北区長津田町）は25.8％,横浜上麻生線（港

北区川和町）17.5％,国道１号線（戸塚区戸塚町）

16.4％となっているが，生活の高度化とスピード化に

よってやがて軽自動車へとその利用度も変化していく

であろう。第二の特徴は，全自動車に対する乗用車の

割合である。これはいうまでもなく，市街地中心地帯

に高率度を示している。すなわち，中区本町の75.4％

を最高に中区曙町67.6％,中区桜木町61.5％,中区

尾上町61.2％となっている。

　また，市内主要道路のうち道路構造令にもとづく許

容台数を，現在の車道巾員から逆算した結果，飽和度

が100％以上のものをみると昭和28年３ヵ所（金沢区

富岡町102，磯子区磯子町161，中区桜木町130）,

33年12ヵ所と４倍になり，昭和37年においては実に22

ヵ所になっており，最高は西区浅間町305（軌道部分

を除く），中区曙町236（軌道部分を除く）であり，

軌道を含めた最高は港北区南綱島町の218であり，以

下鶴見区下末吉町164,南区上大岡町160,磯子区富岡

町154，神奈川区金港町146の順となっている。

　市内主要交差点の通行量をみると，最高は神奈川区

宮前町（青木橋交差点）の１日８万６千445台であ

り，つづいて，中区桜木町の6万９千636台以下，西

区高島町の６万２千556台，神奈川区入江町，鶴見区

下末吉町の順となっている。これら交通量の増加に対

して，今後の交通対策もさることな齢ら，計画的な道
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路対策を講じる必要があろう。

　・市民の足一交通機関の現状　　文字どおり市民の足

　とりうべき電車，バスなどの交通機関の利用は，市民

　にとって最大の関心事であろう。通勤，通学，レジャ

　一に一人一人が占める交通機関の利用度は，すこぶる

　高い。人口の増加は，これら交通機関の利用者を増大

　させ,朝夕の交通ラッシュは市民の体力の消耗を余儀

　なくしている。市内主要駅の１日平均乗車人員の推移

　は表5-15のようになっている。乗車人員の最高は国

　鉄，東横，京浜急行，相模鉄道の各路線の交差する，

　文字通りのセントラルステーションである横浜駅であ

　り，１日の乗客数は，各路線合わせて30万１千323人

であり,2位は桜木町の13万１千959人，3位は鶴見

の6万7千731人となっている。京浜急行では横浜，

表5-15　　市内主要駅1日平均乗車人員　　（単位　人）

上大岡，京浜鶴見，東横線では横浜，日吉，桜木町，

相模鉄道では横浜，三ツ境，和田町の順となってい

る。また，昭和27年を100とした場合，37年において

は三ツ境（相模鉄道）が実に542.1とトップを占め，

和田町（相模鉄道）の385.2,横浜（相模鉄道）の351.1

と相模鉄道各駅が上位を占めており，以下菊名（東横

線）330.9,横浜（東横線）320.4,上大岡（京浜急行）

316.9となっている。昭和32年の各路線別１日乗客数

の推移は，市営バス207.8,相模鉄道180.5,東横線

174.6,京浜急行142.7となり，いずれも1.5倍から２

倍前後に上昇している。人口の増加が，鉄道沿線住宅

地の開発によって郊外地へと市民の足はのびてゆく結

果，近郊各鉄道乗客数の増加となって現われてくる。

　ここで最も市民の足として利用度の大きい市電と市

バスについてのべてみよう。市電・市バスとも横浜市

民にとって，なくてはならないものである。

　市電・市バスの利用度の推移は，表5－16のとお

り，全乗客数を100とした場合，昭和32年では市電利

図5-28

　　　6大都市営電車･バス利用度（１人１ヵ月当り乗車回数）
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用度は72.2％,市バス利用度は27.8％となっており，

５年後の37年においては市電54.5％,市バス45.5％と

その利用度が接近している。郊外地発展によるバス利

用者の増加が，旧市街地を走る市電利用者に，ぐんぐ

ん迫りつつある現状が，はっきりとわかる。さらにこ

れば，通勤，通学の定期利用者をみれば，市電の場合

7.6％減に対して市バスは5.2％増となっており，いか

に市民の足がバスに多く移ったかがうかがわれよう。

ごこで昭和36年度に市民１人が１年間にどの位市電・

市バスを利用したかを計算すると，1人1年間に78回と

なり,1ヵ月に約６回，すなわち５日に１回は乗車す

るということになる。横浜市民は１人５日間に１度は

市電か市バスに乗り，1日に1.4世帯，すなわち家の

中の誰かが必ず１日に１回は乗っていることになる。

どころが,横浜市民の市電・市バス利用度は,6大都

市中最低である（図5-28）。名古屋においては309.7

回，すなわち,休日を除いて市民が必ず１日に１回は

乗車し，また１世帯のうち3人は必ず乗っていること

になる。横浜市民の市電・市バスの利用度が他の５大

都市に比べて低位にあることは，市内私鉄バスの発展

表5-16　市電・市バス､利用度の推移

ぶりと，市街地乗り入れが一つの原因となっている。

　しかし，横浜市における人口の動きに，そのおもな

原因がうかがわれる。すなわち，他の５大都市とは逆

に，昼間人口が夜間人口を下回っている現状は，マン

モス都市東京を控へて通勤，通学者の足は朝には東京

へと奪われてゆき，夕には東京から家庭へと帰ってく

る。これは市内の交通機関がもつ大きな特徴であり，

市内各家庭から職場への片道輸送となっている実状で

あり，昼間の利用者はすくない。ここから市営交通の

赤字財政をも生ずる原因がある。根本的な都市交通対

策の必要を感ずる。

・河川とその汚れ　　元来ミナトとして発展してきた

横浜は，埋立による商業地帯の形成という歴史的事実

があり，大岡川，帷子川など市街地河川は堀割川的傾

向が強い。しかし，一面では河川の上流部に一部工業

地帯を形成している事実をみれば，やはり河川が市民

生活の上にある程度の役割をもっていたということは

否定できない。数年前迄は水運的な役割をも大きくも

っていた河川も，陸上輸送発展の前には完全にその姿

を消し，産業上の重要性が失なわれてきている。
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　市内の河川は，河川水系各派流を含めて，実に213

本，総延長44万８千738米となっている。このうち建

設省及び神奈川県の維持管理による河川法適用河川は

鶴見川を主流とする４河川，2万４千770米，市が管理

する準用河川32,延長10万３千528米でその他普通河

川177本，32万２千940米となっている。これら河川の

もつ役割は郊外地（農業地帯）におけるものが大部分

であり，市街地においてはむしろ不用化されている現

状であろう。とくに市街地における河川のよごれは，

市民にとづて不快を与えるばかりではなく，心ない市

民のごみ捨場，汚物処理場と化すおそれもあろう。下

水道の整備，しゅんせつ等による河川の浄化は是非必

要であるが，下水道については前項でふれたので，こ

こでは河川のしゅんせつ状況をみてみよう。河川の

しゅんせつは，最近あちこちでみられており，その実

績は，図5－29のとおりである。河川しゅんせつ４ヵ

年事業（昭和33～36年）も終り，新しい計画で再びス

タートをしたが，一向に清潔な河川とならないのは，

やはり郊外地帯の宅地造成などによる大規模な山林の

　図5－29河川，運河しゅんせつ年度別実績（単位千m3）
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切りくずしが，雨によって河川へ流出し，土砂となっ

て，これら河川に堆積することが原因となっている。

　いくら堀れどもきれいにならずという珍現象が生じ

ていることは全く皮肉である。河川にとってもう一つ

の大きな問題は.大雨による氾らんである。洪水危険

区域については，さきに下水道の項でのべたとおりで

あるが，これを防ぐには護岸，堤防の修繕と，河川改

修による方法があろう。昭和32年度からの修理，改修

による護岸は年々増加し，災害復旧も含めて３万６千

881米に及んでいる。しかし，ひとたび大雨洪水がで

れば，その災害復旧事業は２～３年かかる現状であ

る。

８　ミナトとその施設

･移りゆくミナトの性格　　横浜といえば誰もがすぐ

ミナトを思いうかべる。ミナトとして発展した横浜市

は文字どおり，ミナトと共に生き，その歴史をきづい

てきたといえよう。日本の表玄関としてその実績は大

いに評価しうるものである。これまで商業貿易港とし

てはなばなしく飛躍したミナトが，いま再び，昔日を

しのぐ地位になり得るかどうか。時代の流れはこれら

表5-17　外国船舶乗降人員の推移



を容赦なく押し流してゆく。表5－17は外国船舶乗降

人員の推移を示したものであるが，戦前の最高である

昭和11年と最近における乗降人員を比較したものであ

る。これでもわかるように観光船は再び増加し，ミナ

トに明るい姿を投げかけているようであるが，生活の

近代化とスピード化は航空機の発達によって，今後こ

の増加が高まるとは誰が保障しようか。乗降人員は戦

後20年近くを経た今日においても，戦前の水準に達し

ていない。いまや，ミナトは大きく変化している。す

なわち，従来の商業貿易港から工業港へと一大転換を

余儀なくされているのである。貿易の自由化と日本経

済の発展によって最近横浜港始まらて以来の滞船，滞

貨現象が起ったといわれている。これはとりもなおさ

ず,出入船をさばく港湾諸施設が，出入船の大型化及

び貨物量の増加を，円滑に処理できないまま放置され

ていることをものがたる。それでぱ一体，ミナトの施

設はどうなっているのであろうか。その現状をめべて

みよう。

図5－30

・ミナトの現状　　図5－30ば現在の横浜港を図示し

たものであり，これを眺めながらミナトの施設につい

てふれてみたい。

　ミナトは横浜，鶴見の２航路からなり，航路標識と

しての灯台，灯浮標及び灯柱は,3.5カイリから14カ

イリの光達距離をもっているものが28ヵ所ある。ミナ

トの施設で最も代表的なけい船岸をみると公共用と専

用とに分れ，公共用のものとしては大桟橋ふ頭をはじ

めとして新港，瑞穂（接収中），高島，出田町，山の

内，山下の計７ふ頭総延長６千252米,38バース，水

深6.0～11.6米，2千トンから４万５千トンまでの船

舶がけい船可能である。その他専用ふ頭としてシェル

石油桟橋をはじめとして33ふ頭，水深2.0～12.6米，

接岸能力500トン～４万トンであり，おもに石油，石

炭，セメント機械器具その他の荷役専用ふ頭として使

用している。船舶の安全と荷役の円滑化を進めるため

の防波堤，波除堤は東水堤をはじめ13ヵ所，外防波堤

３千114米を最長としてとれら総延長８千897米がコン

クリー斗塊によって設備されている。

　つぎに小型けい船岸（物堤場）は大型船舶の誘導や，

湾内連絡，荷役運搬等に必要な小型船の岸壁として新

山下，海岸通，高島町，鶴見の各方面に市経営のもの

84，民間経営のもの80，計164ヵ所あり，総延長は１

万7千424米に及んでいる。荷役関係に大きな比重を

占める上屋および倉庫は，公営上屋29棟，私営上屋

66棟，私営倉庫329棟（営業用),116棟（専用），計

540棟でこれら上屋，倉庫の総面積は56万５千935平方

米となっている。

　造船ならびに修繕所についてみると，三菱日本重工
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　横浜造船所外８社があり，船架21,船台８をもってお

　り，入渠又は上架できる船舶は30トンから５万トンに

　いたるまで，大小さまざまである。これらの総延長は

　2千751.4米である。またこれら会社のけい船施設は16

　ヵ所で150トン～４万４千トン,18バースをもち，総

　延長２干822.4米となっている。その他ミナトの施設

　として浮起重機47台，荷役機械（市有,運送業者）425

　基を有し，臨海鉄道は高島線入江駅をはじめ９駅，線

　路延長11万4千139米であり，本船用曳船は市港湾局

″海光″（219トン）をはじめ15隻，はしけ96隻が日夜

　ミナトの作業を続けている。これら諸船舶に対して給

　水栓130基，給水船７隻をもって１時間140トンの水

　を給水している。ミナトに働らく人々は船員，港湾関

　係職員，労務者などの数は多いが，これらの人々に対

　しての厚生施設は，港湾労働会館，ふ頭寄場，待合所

　7,休憩所5,寮宿泊所5,病院4,海員会館３等を

　有し，おもに横浜市が主体となってこれらを管理運営

　しており，ミナトに働らく人々の便を図っている。

　　　　　　　　図5-31　埋立の現状（昭和38･11･1）
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・埋立と大工場の進出　　横浜市における埋立の歴史

は古い。市の発展は埋立に始まったといっても過言で

はないであろう。日本経済の発展と工業化の波は横浜

市にも押しよせ，大黒町をはじめとして，根岸湾，平

潟湾，さらには本牧沖へと進展している。いまここで

現在進められている埋立はどうなっているかをみてみ

よう。

　まず平潟湾については，風光明媚な金沢八景を失な

うとの反対もあったが，土地の有効需要はこの美しい

景色をかい滅させ，ここに約７万坪の埋立が開始され

た。昭和37年から40年までに事業を行ない，住宅地を

中心とした用地が造成される。この用地は，すでに京

浜急行電鉄に売却ずみである。

　第２は根岸湾臨海工業地帯の埋立である。工業地盤

の建設に重点をおいた本事業は，第１期，第２期合計

184万坪の埋立であり，第１期工事分110万坪はすで

に完了し，目下第２期工事か実施中である。この埋立

地の現状は図5－31のとおりであるが，現在までに進



表5-18　　根岸湾埋立地への進出会社の概要

出が決定している主な会社は，日本石油，昭和電工，

東京ガス，東京電カ，新潟鉄工所，日清製油，石川島

播磨重工業，東京芝浦電気の８社で，とれら重工業を

主体とするわが国屈指の大工場が一大工業地帯を形成

している。総生産額年間３千億円，原材料，製品など

の輸送量１千500万トン，従業員３万人をもって活動

する。また，国鉄根岸線は根岸・磯子の両駅を新設

し，産業道路の開設と，工業用水の供給によづて一大

工業地帯を生み出すことになる。（表5―18）

　第3は本牧岬沖埋立による本牧関連産業地帯の造成

である。総面積１百２万９千坪はまさに横浜市にとっ

て，一大転換期の到来ということができる。ことの埋立

地は日本石油化学め20万２干坪をはじめとして日本石

油精製，日産自動車，三菱横浜ドックの４社進出が決

定し（47万３千坪）,公共用地15万４千坪，ヤード用

地１万５千坪，緑地帯３万４坪，雑公共用地１万３千

坪のほか,33万９千坪が未定地となっている。やがて

これらの関連産業用地が完成し，根岸湾工業地帯とと

もに，一大工業地帯を形成すれば，横浜市の地図は大

きくぬりかえられるであろう。
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９　公害と災害

　「私たちの住んでいる街は工場街の真中

で，毎日毎夜ばい煙に苦しんで居ります。お

母さんなぞは洗たく物にとても苦労しており

ます。でんき掃除器の中は，そうじしたあと

はキラッと光った金属の粉や石たんの灰など

かおり，たたみがいかによごれているか判り

ます。」（鶴見区・学生　13才　男）

　　　　　　　　　＝市長への手紙から＝

・おびやかされる市民生活　　私たちの生活の安全は

常にいたるところでおびやかされている。一歩外へ出

れば自動車がとびかかってくるし，家の中まで自動車

がご訪問下さるご時世である。雨が降れば浸水とがけ

崩れの危険の心配をしなくてはならない。工場からで

る煙や自動車の排気ガスで，知らず知らずのうちに健

康がそこなわれていく。このようにちょっと考えただ

けでも，身の毛のよだつような環境のなかで私たちは

暮していることになるよ

　しかし，これがさらに問題になるのは，これらの危

険がどうしても避けられないものでなく，人々の責任

ある行動や，一定の施設を設けたりすることによって

とれを防ぐことが可能であるにもかかわらず，都市共

通の問題として年々その危険の度が深まっているとこ

ろにある。そしてこの現象は横浜においても決して例

外ではない。この問題を解決するためには，車を運転

する人々が注意し，工場が除塵装置をつければよいの

であるが，根本的には，道路，下水などの整備を含め

て都市計画という大きな問題を含んでいる。

　ここではこのように生命や財産に危害を及ぼし，生

活を妨害する，もろもろのものについてみてみよう。
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・公害とは　　公害についての定義は，さまざまある

が，ふつうは「特定または不特定多数の原因によっ

て，不特定多数の人が迷惑または損害をうけること」

という，ちょっとわかりにくい定義が下されている。

つまり一部の人々の権利の乱用により，間接的に個人

の生活が妨害されることである。

たとえば，工場からでる煙が洗たく物を汚したり，

ぜんそくをおこしたりすることはそのもっとも良い例

である。煙突がたくさん立ち並ぶ工場地帯があると

きには，その被害はさらに大きなものとなり，どの煙

突からでた煙で病気になったのか，洗たく物を汚した

のかは，全くわからず，その苦情のもっていきようも

ない。工場の煙突からとは限らないが，暖房用の煙突

からの煙，自動車の排気ガスなどすべての煙はスモッ

グの大きな原因となり，交通をまひさせ呼吸器系の病

人をふやす。現在では，スモッグは,ロンドンだげの

現象で牒なく，いまや，日本の大都市の共通の現象と

なってしまった。

　横浜も四日市や東京ほど空気は汚れていないが，工

場が集っている鶴見の空はいつもどんよりと曇り，あ

るいは異様な臭気すら漂うこともある。また「横浜ゼ

ンソク」が騒れたのは，今日のように大気汚染が問題

となる大分前のことである。そして，この煙による害

は，除塵装置を煙突につけることにより，少なくとも

「チリ」の害だけはとり除けるのであり，ばい煙規制

法の実施により，大幅に改善が期待される。したがっ

て現在は，「チリ」よりも重油を燃料とすることによ

る亜硫酸ガス，自動車の排気ガス中に含まれる一酸化

炭素など有毒ガスの心配の方が大きくなっている。と



いうのは，これら有毒ガスをとり除く有効な装置が，

いまだ未開拓だからである。

　その外，工場からのきたない水は，川を死の川とし

てしまっている。もっとも，横浜の川が汚いのは，下

水道が完備されていないためで，汚水は，工場排水を

含めすべて川に放流されるせいもある。これも公害の

一つである。このほかに騒音などは生活に対する妨害

として大きな地位を占める。

　しかし，このような公害が，生活に対する侵害であ

るとして問題となってきたのは，ここ数年のことであ

る。かえって,往年は「煙の都」だの「７色の煙」と

いわれ，煙の多いことがその都市の繁栄を示すかのよ

うに誇らしげに語られた時代もあった。けれども，現

在とその時代とでは，その公害の与える規模において

も，質においてもまったく違ってきている。

　神奈川県事業場公害防止条例はこのような事態にあ

たって作られたもので，工場公害を規制するため，昭

和27年に施行された。そして，現在ではザル法といわ

れながらも「ばい煙防止法」など公害規制立法が整備

されつつある。

・苦情の78％は工場公害　　公害は，住民からの苦情

としてまず現れる。まず横浜の公害の状況をみてみよ

う。昭和37年の苦情陳情の件数からみると，表5―19

表5-19　公害問題発生件数（昭和37年）

のとおりで，県条例該当のもの，すなわち一般にいう

工場公害が94件で全発生件数の78％を占める。公害の

種類別では騒音がもっとも多く,45％を占め，悪臭

37％，ばい煙18％とつづいている。しかし，県条例該

当外のものだけをみると悪臭（畜舎等によるもの）が

33％を占め，次いで風呂屋などの煙突からのばい煙が

22％となり，この両者だけで過半数を占める。

　つぎに，地域別の発生状況をみると工場地帯をもつ

鶴見区が全体の４分の１に当る発生件数をもちトップ

であり，そのほとんどが工場公害であることは注目に

値する。なお，これは神奈川，南の両区でも同ような

傾向がみられる。県条例該当外の問題発生が西，保土

ヶ谷両区に多いのは，西区では浴場などのばい煙，保

土ヶ谷区では畜舎等の悪臭が問題化されているためで

ある。

・住宅地に多い公害問題　　なお，用途地域別の発生

状況を示したものが表5―20であるが，生活の場，休

息の場である住居地域に騒音の苦情が多く半数を占め

ている。騒音は，その根本的な防止方法がむずかしい

が，ある程度距離があれば問題にならないことからみ

て，その根本の解決策は，住居と工場をはなして建て

るという都市計画上の問題におちつく。しかし，この

ことは，騒音に限ったことでなく，他の公害でも同じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　件）
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ことである。

・減るばい煙とふえる亜硫酸ガス　　つぎに本市の公

害の状況を示すと，この方面の科学的な調査は未だそ

の緒についたばかりである。

　大気汚染の状況については,32年より最も基礎的調

査である降下ばい塵量について調査されており，比較

的データがそろっている。図5―32は，降下ばい量及

び二酸化鉛法による亜硫酸ガス量の推移を示したもの

である。大体の傾向としては他都市でもそうであるよ

うに降下ばい塵量は減少しており，亜硫酸ガスの量は

増加している。これは，石炭から石油へ燃料源が移っ

てきているためと推察されている。また地域別には当

然のことながら工場地域の汚染は相当大きく，降下ば

い塵量は最高１平方キロ当り１ヵ月24.7t（全市の各

測定点年間平均が11.0t）であり，亜硫酸ガス量も工

業地域に多い。他都市にくらべると東京や川崎などよ

りはまだ良いとはいうものの，汚染をうけていない地

域めばい塵量が６ｔであるから，横浜も大分空気がよ

ごれている。なお，新しい汚染の問題として亜硫酸ガ

スによる汚染と，自動車の排気ガスによる汚染があ

表5-20　用途地域・種類別発生件数（県条例該当のもの）

　　　　　昭和36年6月から昭和37年12月まで
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り，そのいずれも，除去装置に多額の経費（自動車の

排気ガスのアフターバーナーは40～50万円する）を要

するため，その抜本的な対策が必要とされている。

　大気汚染について昭和37年より「ばい煙規制法」が

制定され，横浜でも270の施設が対象となっている。

この法律により，こられ施設の管理者は，ばい煙や亜

硫酸ガスをださないように管理し，防除施設をつけな

ければならない。一部の大企業ではすでに除塵装置が

っけられ，鶴見の赤い煙などは姿を消したが，中・小

　　　図5－32　　大気汚染の状況



企業で=は費用がかかるため，工場からの煙がなくなる

にぱし相当時間がかかりそうである。

・うるさい交通騒音ときだない川　　騒音については

継続的な調査はされていたいが，苦情件数のトップを

占める問題でもあり決してないがしろにはできない。

騒音は，その防止設備（防音壁等）よりもその発生源

を遠ざけることが根本の解決策である。したがって住

宅地域内にある工場の騒音の根本的な解決は完全な都

市計画の実施をまたなければならない。なお，工場騒

音に次いで問題となるのが自動車，電車，飛行機など

による交通騒音である。38年５月と８月の調査では桜

木町駅前で最高100ホン，平均80ホンの騒音が記録さ

れている。100ホンの騒音とは電車がとおる時のガー

ド下の騒音量であり，かなりの騒音である。

　河川等の公共水域の水質は，工場排水や都市汚水に

よっていちじるしく汚染されている。大岡川で泳いだ

り魚をとったなどということはすでに遠い昔のことと

なってしまった。表5―21は市内主要３河川（鶴見

川，帷子川，大岡川）についての水質試験の結果であ

表5-21　市内河川汚染状況

るが，これによると汚染度の著しいのは，工場地帯を

流れる帷子川で，次に大岡川，水量の比較的豊富な鶴

見川の順になっている。

・交通事故は１日280件　　昭和37年には，横浜市内

で１万332件の交通事故が発生している。これは，神

奈川県下め交通事故の約半数にあたり,毎日280件の

事故が発生し,1人弱の死者と16人のけが人がでてい

ることになる。このような悲惨な交通事故は，昨年度

との対比では減っているが，全般の傾向として自動車

台数の増加とともにふえてきている（表5－22）。

　これを６大都市の状況を比較してみると，表5－23

に示されるとおり，事故発生件数は最も少なく，また

登録自動車台数１車当りの事故発生件数も名古屋市に

ついで少ない。しかし事故千件当りの死者数を見ると

逆に24.5人と最高の数値を示している。これは，本市

が東京へ集中する自動車と，東京から江の島，伊豆，

箱根等の観光地帯へ出かける車の通過地であり，スピ

ードの出しすぎや無理な追い越しによって事故が大き

なるためとみられる。
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・増大する自動車事故　　事故の原因は，そのほとん

どが自動車によるもので全体の97％を占め，歩行者が

原因となるものは，全体の1％強にすぎない。自動車

が原因となる事故順位をあげると，徐行違反，わき見

操縦，車間距離違反，追越不適当，めいてい，優先通

行違反，右折・左折不適当の順とたっており，これだ

けで全体の66％を占める。

　なお，全体の事故の約１割弱は，幼児，児童の事故

であり,25人の死者と84人の傷者をだしている。原因

別には，車の直前・直後横断，幼児の一人歩き，自転

表5-22　交通事故の推移

車乗り，路上遊ぎなどであるが，幼児，児童の無過失

によるものが約40％もある。

・年間7億円が灰になった　　昭和37年中の横浜の火

災発生件数は,1千249件（１日平均3.4件）で約７

億円の財産が灰になった。この火災は.表5－24にし

めされるとおり年々増えている。前年とくらべると発

生件数では62件の増加であるが，損害額では約３億円

と81％も大巾に増えている。さらに恐るべきことは，

１万人当りの発生件数で示される出火率が人口の増加

を上回って，年々高くなっていることである。

表5-23　自動車数及び事故発生件数の比較　（昭和36年）
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表5-24　火災件数の推移



この火災の状況を６大都市との比較でみると，火災

発生件数では中位にあるが，出火率，建物火災Ｉ件当

りの焼失面積，1件当り損害額のいずれをとっても，

決して低い方ではない（表5－25）。

・火災の原因の95％は失火　　火災を発生原因別にみ

ると，天災，放火などの不可抗力によるものは，全体

の僅か5％にすぎず，他は過失によるものである。こ

の原因別では，たばこの不始末204，火遊び161，マ

ッチ46で，半分近ぐの43％を占め，毎年，この傾向が

変らないことは，ちょっとした注意で大事な財産や生

命の安全が保たれることを意味している。なお，最近

は，石油ストーブの普及により，その軽卒な取扱いの

ため大事にいたる例が多くなっており，昭和37年では

63件と前年にくらべ約３倍の増加を示している。

・横浜市の消防力　　火災が発生した場合，これを最

小限の焼失面積でくいとめ，他の建物への延焼をどう
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しても避けなければならない。一般に消防署で火災の

覚知を受け，出動命令後20～40秒で出動できる体制に

ある。そして放水までの時間は短かければ短いほどよ

い。しかし，市内に45ヵ所設置されている消防署及び

その出張所から現場までの到達時間は，地域によって

大きな差がある。西，中，磯子の各区では，4分以内

に到着できる火災件数は60～80％であるのに反し，港

北，戸塚の両区ではわずかに20～25％すぎない。まし

て，港北区では８分以上の遠距離に発生する火災が全

火災件数の54％にもたっする。

　地域別の火災の状況をみると，発生件数では，南区

の190件を最高に，中区，鶴見区の順で，磯子区が最

低で68件である。出火率では，中区が13.6と最高であ

り，南，金沢，西の各区が，これにつづく，最低は鶴

見，神奈川め両区で6.7である。しかし，鶴見，神奈

川め両区は，1件当りの焼失面積，延焼率（20％）は

いずれも大きく，建物の密集，水利施設の不備が原因

しているものと思われる。

・浸水とがけ崩れ　　横浜市は，地形的に丘陵地が多

く大きな河川がないため大きな洪水の危険は少ない。

表5-25　　6大都市の火災の状況（昭和37年）
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　しかし，昭和36年６月の集中豪雨のときにみられると

　おり，広範囲に尨大な被害をうけたこともあり，また

　伊勢湾台風級の高潮があれば，市内の中心地は殆んど

　水浸しになることだろう。また排水設備が完備されな

　いため，ちょっとした降雨でも，浸水する地域は数多

い。また，丘陵地が多いためがけ崩れの危険は，安易

　な宅地造成ブームと相まってその件数は少なくない。

その概況を追ってみよう。区別にみると帷子川水系を

　もつ保土ヶ谷区，港北および戸塚区に多く，浸水家屋

　数でみると，保土ヶ谷区675棟，戸塚区320棟，港北区

　197棟となっている。またがけ崩れは昭和37年中に73

　件発生しており，これによる被害は，死者１名，傷者

　２名，被害建物棟数は，住宅，非住家あわせて34棟と

　なっており，そのうちのほとんどが水害時と同時に発

　生している。（図5―34）

10　都市づくり

　・総合的な都市づくりの必要性　　快適な市民生活を

　保障するものは，生活環境諸施設の整備が先決であ

　る。それには横浜市発展に応じた総合的な都市計画が

　なければならない。



用途地域の詣定は,土地及び建物に一定め制限を加

え，都市の雑然とした発展を阻止するため，複雑な市

街地をその目的によって,工業，商業，住居などめ地

域を設定して，住民の福祉と，生活向上のために役立

たせている。その他，防火地帯，風致地区を設定し

で，市街地を火災から守り，ミドリの保全につとめて

いるＯ

･'臨海と内陸の連絡街路の重要性，日本経済の急速

な発展と産業基盤強化のため，コミュニケーション

の増大，資材，製品などの輸送のスピード化は必然的

に道路の需要を増大させている。これに対処するた

め，すでに都市計画街路として放射線12,環状線５お

よび連絡線56,計73路線を決定している。これらの幅

員は11米から52米であり，延長463粁に及んでいる。

　横浜市の道路は,1級国道,2級国道，主要地方道

(県・市)，県道，市道とに別れでいるが，1級国道１
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水害・がけ崩れ
危険地域図



号線をはじめ，15号,6号線,2級国道東京沼津線，

横浜港線，主要地方道横浜鎌倉線，横浜厚木線など，

いずれも東京をはじめとして，近郊各主要都市との連

絡道路，あるいは工業地帯を結ぶ重幹線道路となって

いる（図5－35）。さらに第三京浜道路，東名高速道

路，東京羽田からのびる臨海高速道路の新設は，ます

ます通過道路，産業道路的役割が強くなってくる。し

かし，横浜市の総合的な都市計画街路を考えてみると
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き，将来の発展に備えて，単にこれらの役割をもつ道

路のみでは物足りない。すなわち，横浜市が今後工業

都市として，発展してゆく基盤となる本牧産業関連地

帯，根岸湾埋立地帯をはじめとする臨海工業地帯と，

近郊地域へと発展してゆく内陸工業地帯との間を結ぶ

関連道路の問題である。臨海工業地帯と内陸工業地帯

とはけっして無縁のものではなく，大工場の下請的性

格をもつ中小のさまざまな工場へと輸送される原材

図5－35

市内重要幹線街路図



料，製品の量は増加の一途をたどり，これら連絡道路

の必要性が充分にうかがわれる。したがって，これを

どこで，どう結ぶかが問題であり，目下検討中である

が，幹線道路との関連は横浜市都市計画街路を決定づ

ける重要な要素となるであろう。

・区画整理は進んでいるか　　現在，横浜市において

は，都市計画上必要な道路，広場などを確保し立体交

差，公園緑地，区画整理，水利施設，下水道，排水施

設，住宅経営などの区域を設定して新しい町づくりを

着々と建設しつつある。

　これら生活環境諸施設のうち，公共的資産ともいう

表5-26　区画整理の前と後（大口第２工区）

べき，道路，上下水道，公園広場などが，一つの地域

として，総合的に整備されるために，これまで横浜市

においては，法律にもとづいて土地区画整理事業を実

施している。

　もちろん，これとても横浜市域全体の上に立った都

市計画ど断定することはできないが，少くとも部分的

には一地域としての生活環境施設が整備されたことは

事実であり，区画整理の実施前と後における，これ

ら諸施設の市民に与える影響は大きい。戦災復興事

業としてはじめられてきたこれらの事業は,戦災関連，

接収解除跡整備，都市改造など新市街地造成等の諸事

業としていま実施中である。調査，土地利用，街路，

公園,上下水道,移転（建物,墓地，電柱）移設，河川

水路，土地買収，換地，清算，町名地番整理等の諸事

業を実施整備している。すでに今日に至るまで藤棚，

井土ヶ谷，本牧，反町，平安，汐田の６地区と大口第

１第2，の工区，合計9,664坪を終了し，市民は区画

整理による施設改善の姿に目を見張っている。

　表5―26は大口第２工区における区画整理前後の対

照表であるが，これによってもわかるように道路5公

園などの公共用地が14.2％から35.7％に上昇してお

り，そこには整然とした街並が軒を並べている。この

ようにして区画整理は，現在，鶴見駅前地区をはじめ

として16地区171万坪，組合施行のものとして港北区

恩田土地整理組合をはじめ９組合167万８千坪を実施

中（図5-36）である。なお，新規事業として新横浜

駅北部地区をはじめ芦地区136万３干坪，組合による

もの港北区高田町組合をはじめ８地区155万６千坪が

計画されている。
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図5-36

土地区画整理現況図
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